
令和 4 年 10 月１日 現在 
  

・１回毎の利用者負担は、各介護度及び負担割合に応じたおおよその目安となります。 
  （介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算を含んでおりません。） 
・利用料のお支払方法は、１か月分まとめて口座振替をお願いさせていただいております。 

引落とし日：翌々月１５日 ※１５日が土日祝日の場合、以降の平日に引落としとなります。 
  例：令和◯年５月利用分→７月１５日の引き落とし 名義は「アキタシシャキョウ」です。 
 

◯負担割合 １割 
区分 基本単価 入浴介助加算Ⅰ 体制加算Ⅰ 中重度ケア体制加算 食費負担分 利用者負担額／１回 

要介護１ ５８１円 

４０円 ２２円 ４５円 ６００円 
（おやつ代含む） 

１,２８８円 
要介護２ ６８６円 １,３９３円 
要介護３ ７９２円 １,４９９円 
要介護４ ８９７円 １,６０４円 
要介護５ １,００３円 １,７１０円 

  ◯負担割合 ２割 
区分 基本単価 入浴介助加算Ⅰ 体制加算Ⅰ 中重度ケア体制加算 食費負担分 利用者負担額／１回 

要介護１ １,１６２円 

８０円 ４４円 ９０円 ６００円 
（おやつ代含む） 

１,９７６円 
要介護２ １,３７２円 ２,１８６円 
要介護３ １,５８４円 ２,３９８円 
要介護４ １,７９４円 ２,６０８円 
要介護５ ２,００６円 ２,８２０円 

◯負担割合 ３割 
区分 基本単価 入浴介助加算Ⅰ 体制加算Ⅰ 中重度ケア体制加算 食費負担分 利用者負担額／１回 

要介護１ １,７４３円 

１２０円 ６６円 １３５円 ６００ 
（おやつ代含む） 

２,６６４円 
要介護２ ２,０５８円 ２,９７９円 
要介護３ ２,３７６円 ３,２９７円 
要介護４ ２,６９１円 ３,６１２円 
要介護５ ３,００９円 ３,９３０円 

 

・介護職員処遇改善加算 
 （月のサービス利用負担の合計＋体制加算の合計）×５.９％（小数点以下四捨五入）を月単位でご負担い 
ただきます。 

・介護職員等特定処遇改善加算 
 （月のサービス利用負担の合計＋体制加算の合計）×１.２％（小数点以下四捨五入）を月単位でご負担い 
ただきます。 

・ベースアップ加算 
 （月のサービス利用負担の合計＋体制加算の合計）×１.1％（小数点以下四捨五入）を月単位でご負担い 
ただきます。 
・送迎減算 
 自宅とデイサービス間の送迎を行わない場合は、片道につき上記料金から 47円減額となります。 

 通所介護サービス利用料について 

 



令和４年 10 月１日 現在 
 

・月額包括報酬を基本とし、ご利用のキャンセル等がありました場合には回数払いでの請求と 
 なります。 
◯負担割合 １割 

区分 
基本単価／月 
（週１回程度） 

基本単価／月 
（週２回程度） 

体制加算Ⅰ／月額 食事負担分／１回 

要支援１ 
１,６７２円 

－ － ６００円 
（おやつ代含む） 要支援２ ３,４２８円 ８８円／１７６円 

（回数払い） 

区分 
基本単価／回 
（４回まで） 

基本単価／月 
（５～８回まで） 

体制加算Ⅰ／月額 食事負担分／１回 

要支援１ 
３８４円 

－ ８８円 ６００円 
（おやつ代含む） 要支援２ ３９５円 ８８円／１７６円 

 

◯負担割合 ２割 

区分 
基本単価／月 
（週１回程度） 

基本単価／月 
（週２回程度） 

体制加算Ⅰ／月額 食事負担分／１回 

要支援１ 
３,３４４円 

－ １７６円 ６００円 
（おやつ代含む） 要支援２ ６,８５６円 １７６円／３５２円 

（回数払い） 

区分 
基本単価／回 
（４回まで） 

基本単価／月 
（５～８回まで） 

体制加算Ⅰ／月額 食事負担分／１回 

要支援１ 
７６８円 

－ １７６円 ６００円 
（おやつ代含む） 要支援２ ７９０円 １７６円／３５２円 

 

◯負担割合 ３割 

区分 
基本単価／月 
（週１回程度） 

基本単価／月 
（週２回程度） 

体制加算Ⅰ／月額 食事負担分／１回 

要支援１ 
５,０１６円 

－ ２６４円 ６００円 
（おやつ代含む） 要支援２ １０,２８４円 ２６４円／５２８円 

（回数払い） 

区分 
基本単価／回 
（４回まで） 

基本単価／月 
（５～８回まで） 

体制加算Ⅰ／月額 食事負担分／１回 

要支援１ 
１,１５２円 

－ ２６４円 ６００円 
（おやつ代含む） 要支援２ １,１８５円 ２６４円／５２８円 

 

・介護職員処遇改善加算 
 （月のサービス利用負担の合計＋体制加算の合計）×５.９％（小数点以下四捨五入）を月単位で 
 ご負担いただきます。 
 

・介護職員等特定処遇改善加算 
 （月のサービス利用負担の合計＋体制加算の合計）×１.２％（小数点以下四捨五入）を月単位で 
 ご負担いただきます。 

 通所型サービス利用料について 

 



 

【社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 河辺デイサービスセンター】 

住所：〒019－2724 秋田市河辺三内字外川原３４－２ 
電話：０１８－８８３－２７７０ 
FAX：０１８－８８３－２７７１ 

 サービス提供エリアについて 

 
河辺、太平 地区 


